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事務局規程 

 

（目 的）                                                                             

第１条 この規程は、公益社団法人劇場演出空間技術協会（以下「本会」という）における事務局の職務に

関する基本的な事項を定めたものであり、事務局の職務は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程に

よる。 

 

(事務局の設置)                                                                        

第２条 定款第６０条の規定により、本会に、事務を処理するため、事務局を設置する。  

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。  

３ 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。  

（一般法第９０条４項３号による） 

 

(事務局の職務)                                                                                

第３条 事務局は、次の事務を処理する。 

（１）本会の事業遂行のため必要な事務 

（２）本会の経理事務 

（３）本会の財産管理 

（４）定款第６１条の規定による書類及び帳簿の管理 

（５）物品の管理 

 

(文書による処理) 

第４条  事務の処理は、文書及び電磁的文書によって行うことを原則とする。 

 

(事務の決裁) 

第５条  事務は、原則として担当者が文書によって処理し、事務局長、専務理事、総務担当執行理事を経て、

会長の決裁を受ける。 

 

(緊急を要する事務の決裁) 

第６条  緊急を要する事務は、事務局長の責任において決裁することができる。ただし、この場合におい 

ては、事務局長は遅滞なく専務理事、総務担当執行理事及び会長の承認を得なければならない。 

 

第７条  会長が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、

会長があらかじめ指定する者が決裁することができる。 

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに会長に報告しなければならない。 
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（備付け帳簿及び書類の管理）                                                          

第８条 定款第６１条の定めにより本会は、その主たる事務所に常に、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備

えなければならない。  

（１） 定款 

（２） 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

（３） 理事、監事及び重要な使用人の名簿並びに略歴書 

（４） 認定、許可、認可等及び登記に関する書類                                          

（５） 定款に定める機関の議事に関する書類 

（６） 財産目録 

（７） 役員等の報酬規程 

（８） 事業計画書及び収支予算書 

（９） 事業報告書及び収支計算書 

（１０）損益計算書 

（１１）貸借対照表 

（１２）監査報告書 

（１３）その他法令で定める帳簿及び書類 

２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、定款第６３条第２項に定め

る情報公開規程によるものとする。 

（一般法第１４条１項、２項、第３２条１項、２項、３項、第５０条５項、６項、第５１条３項、４項、第

５２条４項、５項、第５８条、第１２１条、第１２２条１項、第１２３条４項、第１２９条１項、２項、３

項） 

（認定法第２０条２項、第２１条１項、２項、４項） 

（認定施行規則第１８条３項３号、５号、第２２条３項、４項、５項、第２７条、第２８条） 

 

（報告の義務）                                                                              

 第９条 事務局長は、事務の進捗状況を理事会、事業執行連絡委員会に報告をしなければならない。 

 

（公告） 

第１０条   事務局は、定款第６２条の規定により、本会の公告を主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲

示する方法及び電子的公告により行う。 

 

（情報公開） 

第１１条  事務局は、定款第６３条の規定により、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、 

運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 

２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 
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（個人情報の保護） 

第１２条 事務局は、定款第６４条の規定により、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。  

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。 

 

（物品の管理） 

第１３条 物品として管理しなければならない消耗品、図書などの管理は、固定資産に準じて物品記入帳を

設け、出納責任者が管理するものとする。 

 

（改廃） 

第１４条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則  

この規程は、平成２８年８月２６日から施行する。 


